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●住民基本台帳ネットワークシステム

　～第二次稼働～

●老人保健制度

●平成16年度保育園入園児募集

●高齢福祉サービス事業案内

●避難所一覧

●平成15年度後期生涯学習関連施設
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　７月26日、地域のこどもから大人まで大勢の参加の

もと、児童館で夏まつりが開催されましたレ

　この日は、壬生高校生のボランティアの協力を得て、

手作り御輿を担いだりシャボン玉遊びやゲーム等で楽し

い夏のひとときを過ごしました。
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ネットワークシステム

便利に／(本年8月25日ｶヽら)

住基カードは壬生町に

住民登録している希望

者に有料で交付します。
写真なしカード

れます

　　写真付カード

ら……=万･･.･･受付開始

聊゜こ=･受付時間

住基カードの交付申請については、次のとおりです。

　　　　平成15年８月25日(月)から

　　　　月曜日～金曜日の午前９時～午後５時

　　　　(祝祭日、12月29日～１月３日を除く)

　　　　壬生町役場　民生部　住民課衿ls受ｲ寸場所

=………交付手数料

･･………カードの有効期限

ぐ……申請に必要なもの

　○印鑑

500円

発行日より10年間

　○本人の顔写真貼付の身分証明書（運転免許証やパスポート等）

　○写真１枚（写真付きのカードを希望される場合）

　　受付窓口でも写真撮影できますが、ご自身で写真を持参する場合はパスポート用の写真（4.5cmx3.5

　　cm）で６ヶ月以内に撮影した正面・無帽・無背景のものをご用意ください。

※カード交付はお申込者数によってしばらくお待ちいただく場合や、後日受け取りに来ていただく場合も

　あります。

※身分証明書のない方

　本人に「照会書」を郵送しますので、必要事項を記入のうえ持参してください。

※住基カードの交付申請は原則本人の申請となります。本人以外の方から申請する場合は、提出書類等申

　諸方法が異なりますので、詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

※住基ネットに関する各申請手続きは下記の○印の窓口で取り扱います。

住民課 稲葉・南犬飼出張所
住基カードの交付申請 ○ ×

住基カードによる転入届 ○ ×

住基カード（写真付き）による住民票写しの広域交付 ○ ○

住基カード（写真なし）による住民票写しの広域交付 ○ ×

身分証明書による住民票写しの交付 ○ ○

問合せ先　町民生部住民課　昔81 －1823 ・1825

２
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桧民基本台帳

…第二次稼動でさらに
　　【住民基本台帳ｶードが８月25日から交付】

第二次稼動で受けることのできるサービス

〔住民票の写しの広域交付〕

　現在、住民票の写しの交付は、住んでいる

市町村（壬生町の場合は、※宇都宮広域圏内

１市５町）でしか受けられませんが、住基ネッ

トを活用して、全国どこの市町村でも、本人

や同一世帯員の住民票の写し（戸籍の表示を

省略したもの）の交付が受けられます。

　ただし、交付を受けるには、住基カードか

運転免許証等の身分証明書（顔写真貼付）の

提示が必要です。

※宇都宮広域圏（宇都宮市、上三川町、上回

　内町、河内町、石橋町、壬生町）

〔転入転出手続きの簡素化〕

　現在、他の市町村に引っ越した際には、今

まで住んでいた市町村とこれから住む市町村

の両方の窓口に行かなければなりませんが、

住基カードを持っていれば、転入する市町村

に出向くだけで済むようになります。

　だだし、今まで住んでいた市町村へ、「転

出届」を転出目からＨ口以内に届くように郵

送等で行う必要があります。

※従来どおりの手続も行えます。
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　住基カードのない方は今までどおり、

住んでいる市町村窓口で転出居をして転

出証明書の交付を受け、転入する市町村

に転出証明書を持参し転入手続きを取り

ます。
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壬生町に住所のある方が壬生町で住民票

の写しを取る場合は、今までどおりの申

請となります（住基カードは必要ありま

せん）。

写真付きと写真なしの２種類のうちいずれかを選択できます。



老人保健制度

健
康
で
楽
し
く

豊
か
な
毎
日
を
す
ご
す
た
め
に

老
人
医
療
費
制
度

　
国
民
健
康
保
険
や
社
会
保
険
な
ど
に
加

入
し
て
い
る
人
が
、
7
5
歳
（
〔
注
〕
　
一
定

の
障
害
の
あ
る
人
は
6
5
歳
）
に
な
る
と
、

老
人
保
健
で
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
を

抜
け
る
の
で
は
な
く
、
健
康
保
険
の
ほ
か

に
も
、
国
・
県
・
町
も
医
療
費
を
負
担
す

る
こ
と
で
、
本
人
の
医
療
費
を
軽
減
し
、

お
年
寄
り
に
安
心
し
て
治
療
を
受
け
て
い

た
だ
こ
う
と
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
［
注
］
平
成
Ｈ
年
1
0
月
の
医
療
制
度
改
革

で
そ
れ
ま
で
の
7
0
歳
か
ら
7
5
歳
に
な
り
ま

し
た
。

医
療
費
の
負
担
割
合

　
平
成
1
4
年
度
の
壬
生
町
に
お
け
る
老
人

医
療
費
の
負
担
額
は
、
左
の
グ
ラ
フ
の
と

お
り
で
す
。

平成14年度　壬生町老人医療費の負担額(見込額)

国

19億6,791万円

　
医
療
費
の
負
担
割
合
は
、
医
療
保
険
の

各
保
険
者
（
国
保
・
社
保
・
健
保
な
ど
）

が
7
0
％
、
国
が
2
0
％
、
県
と
町
は
５
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。
（
平
成
Ｈ
年
９
月
ま
で

　
老
人
保
健
制
度
は
、
お
年
寄
り
の
疾
病
の
予
防
か
ら
治
療
、
機
能
訓
練
に
至

る
総
合
的
な
保
健
事
業
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
老
人
医
療
費
を
国
民
み
ん
な

で
公
平
に
負
担
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
壬
生
町
で
も
老
人
保
健
制
度
に
基
づ
い
て
、
健
康
診
査
、
健
康
相
談
や
各
種

の
健
康
教
室
、
リ
ハ
ビ
リ
、
訪
問
指
導
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
こ
こ
で
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
老
人
医
療
制
度
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

の
割
合
。
1
0
月
以
降
は
、
５
年
間
で
徐
々

に
負
担
割
合
を
変
更
し
て
、
平
成
1
8
年
1
0

月
か
ら
は
、
各
保
険
者
が
5
0
％
、
国
が
3
3
・

３
％
、
県
・
町
は
８
・
３
％
に
な
り
ま
す
。
）

医
療
費
を

　
有
効
に
使
う
た
め
に

　
日
本
で
は
、
誰
で
も
が
健
康
保
険
に
加

入
し
、
お
金
を
出
し
合
う
こ
と
で
、
病
気

や
ケ
ガ
を
し
た
と
き
で
も
安
心
し
て
医
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
し
か
し
、
急
速
な
高
齢
化
や
医
療
技
術

の
進
歩
に
よ
る
医
療
費
の
増
加
は
、
各
保

険
者
の
財
政
を
大
変
厳
し
い
も
の
に
し
て

い
ま
す
。

　
な
か
で
も
、
老
人
医
療
費
は
負
担
が
大

き
く
、
医
療
制
度
そ
の
も
の
の
存
在
が
困

難
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
制
度
を
守
る
た
め
に
も
、

一
人
ひ
と
り
が
健
康
に
関
心
を
持
ち
、
医

療
費
を
有
効
に
使
う
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ

　
適
度
な
運
動
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食

事
な
ど
、
日
頃
か
ら
の
健
康
づ
く
り
は
も

ち
ろ
ん
、
健
康
診
査
を
積
極
的
に
受
け
て
、

病
気
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
に
つ
と
め
、

健
康
で
楽
し
く
豊
か
な
毎
日
を
過
ご
し
ま

し
ょ
う
。

　　一人当りの医療費

(若人と老人の医療費の比較)
　　　　円

８００,０００１

600,000

400,000

０

壬生町医保加入者

４
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